
定額減税補足給付金
「調整給付金」のご案内

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同

一生計配偶者又は扶養親族１人につき、４万円（令和６年分の所得税から３万円・令和６年

度分の個人住民税所得割から１万円）の 「定額減税」が実施されています（注１）。

 定額減税の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、

当該定額減税しきれない額を１万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されま

す。

● 支給対象と見込まれる方には、確認書を発送しますので、確認書の記載内容をご確認のうえ、

必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。

支給対象者

（注１）定額減税についての詳細は、国税庁HP、総務省HP、越生町HPをご覧ください。

〈例〉：①＋②＝１１，０００円の場合、２０，０００円が給付されます。（1万円単位に切り上げ）
①と②の両方が０円の場合は給付されません。

給付額は、納税義務者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに、「控除不足額（減税
しきれない額）」を算出し、その合計額を１万円単位に切り上げて給付されます。

調整給付金

給付額

次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度の住民税が越生町から課税されている方
・令和6年分所得税および令和6年度の個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されて
いる方。

・定額減税可能額が、減税前の税額を上回る（減税しきれない額がある）方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

定額減税可能額
（３万円×減税対象人数）

令和６年分
推計所得税額

※2

所得税
控除不足額①

定額減税可能額
（１万円×減税対象人数）

令和６年度分
個人住民税所得割額

調整給付額
（１万円単位に切り上げ）

所得税
控除不足額①

個人住民税所得割
控除不足額

②

個人住民税所得割
控除不足額②

※1

【調整給付額の計算方法】

分控除不足額の算出

分控除不足額の算出所得税

個人住民税所得割

※１ 減税対象人数＝納税者本人＋控除対象配偶者＋扶養親族（１６歳未満扶養親族含む）。ただし国外居住者は含まない。
※２ 令和５年分所得税額による見込額



「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金（「調整給付金」）の

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お

住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、

メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきます
ようお願いいたします。

よくあるご質問

その他

Q１．扶養する親族（親や子ども）が離れて暮らしています。調整給付金の対象になりま

すか。

扶養親族が国内に居住している場合、定額減税・調整給付金の対象となります。なお、国外に居住してい
る場合には、対象となりません。

Q２．令和6年８月に子供が生まれました。調整給付金の対象になりますか。

■問い合わせ■ 越生町役場 税務課 課税担当 ℡ 049-292-3121（内線133・134・135）

住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額があり、定額減税で控
除しきれない額があった場合に調整給付を行います。

個人住民税所得割の定額減税及び調整給付は、令和6年8月に生まれた子は、対象となりません。個人住民
税の基準は、令和5年中の所得・扶養情報となります。
一方、所得税では、令和6年に給付する調整給付の対象とはなりませんが、令和6年分の所得税について、

年末調整又は確定申告により定額減税を受けることができます。令和6年分所得税額が確定した際、調整給付
額に不足があった場合、令和7年中に追加給付の対象となります。

Q３．住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。

Q４．給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、所得税等は課税されません。

Q５．調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

調整給付の算定は、令和６年分推定所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令
和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和７年度の追
加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足
が生じた場合も同様に追加で不足分の給付を行う予定です。

！

Q６．私は自営業をしており、配偶者や親族（子や親）を専従者としていますが、私の配
偶者や親族は、減税対象人数に含まれますか。

減税対象人数には含まれません。青色申告の事業専従者として給与の支払いを受ける人または白色申告者
の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および
扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。
（注）専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員

Q７．確定申告や年末調整で入れなかった被扶養者の分も定額減税（調整給付）を受ける
にはどうしたらよいでしょうか。

減税（給付）を受けるには、住民税は令和5年分の住民税申告書を提出していただく必要があります。また、
所得税については、令和6年分の年末調整や確定申告で被扶養者の控除を追加していただく必要があります。
住民税の減税は令和６年度中に行いますが、調整給付については、令和７年度の追加で不足分の給付を行う
予定です。なお、令和５年分所得税の減額や還付を受ける場合には、税務署で確定申告が必要です。


